
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 

第70条の2（事故情報計測・記録装置） 

 

－1－ 

 （事故情報計測・記録装置） 

第70条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定

める基準は、協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準とする。 

 

 


